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規 則 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 元 年 九 月 二 十 四 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 督 促 状 ）  （ 督 促 状 ）  

第 二 十 一 条  県 の 徴 収 金 の 督 促 状 は 、 第 二 十 四 号 様

式 （ 法 人 の 県 民 税 （ 以 下 「 法 人 県 民 税 」 と い

う 。 ） 、 法 人 の 事 業 税 （ 以 下 「 法 人 事 業 税 」 と い

う 。 ） 、 特 別 法 人 事 業 税 又 は 地 方 法 人 特 別 税 に 係

る も の に あ つ て は 、 第 二 十 四 号 様 式 の 二 ） に よ

る 。  

（ 更 正 の 請 求 書 等 ）  

第 二 十 三 条  法 第 二 十 条 の 九 の 三 第 一 項 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ り 更 正 の 請 求 を し よ う と す る 者 が

提 出 す る 書 類 （ 法 人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 、 特 別

法 人 事 業 税 又 は 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る も の を 除

く 。 ） は 、 第 二 十 六 号 様 式 の 更 正 請 求 書 に よ

る 。  

２  （ 略 ）  

第 二 十 一 条  県 の 徴 収 金 の 督 促 状 は 、 第 二 十 四 号 様

式 （ 法 人 の 県 民 税 （ 以 下 「 法 人 県 民 税 」 と い

う 。 ） 、 法 人 の 事 業 税 （ 以 下 「 法 人 事 業 税 」 と い

う 。 ） 又 は 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る も の に あ つ て

は 、 第 二 十 四 号 様 式 の 二 ） に よ る 。  

 

（ 更 正 の 請 求 書 等 ）  

第 二 十 三 条  法 第 二 十 条 の 九 の 三 第 一 項 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ り 更 正 の 請 求 を し よ う と す る 者 が

提 出 す る 書 類 （ 法 人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 及 び 地

方 法 人 特 別 税 に 係 る も の を 除 く 。 ） は 、 第 二 十

六 号 様 式 の 更 正 請 求 書 に よ る 。  

 

２  （ 略 ）  

第 二 十 三 号 様 式 の 二 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第
23

号
様
式
の

2（
第

20
条
の

2
関
係
）
 

 
（
そ
の
２
）

 
第

 
 
 
 
 
号
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 
 
 
所
在
地

 
 
 
 
 
法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
県
税
事
務
所
長

 
□印

 
 

 
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
通
知
書

 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
か
ら
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
ま
で
の
事
業
年
度
分
に
対
す
る
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
 

地
方
法
人
特
別
税
の
課
税
標
準
額
、
税
額
及
び
加
算
金
を
更
正
・
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 
こ
の
通
知
書
に
よ
る
不
足
税
額
等
は
別
紙
納
付
書
に
よ
り

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
ま
で
に
三
重
県
指
定
金
融
機
関
、
三
重
県
指
定
代
理
金
融
機
 

関
、
三
重
県
収
納
代
理
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
（
三
重
県
、
愛
知
県
、
静
岡
県
又
は
岐
阜
県
内
の
各
郵
便
局
）
へ
納
め
て
く
だ
さ
い
。

 
 

納
税

者
番

号
 

 

区
 
 
 
分

 
（
円
）

 
（
円
）

 
差
引
過
不
足
分
（
円
）

 
申

告
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日

 

申
告

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日

 

   法  人  事  業  税 

所 得 割 

課
税
標
準
額
の
総
額

 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

修
正
申
告
年
月
日

 
年

 
 
月
 
 
日

 

三 重 県 分 の

課 税 標 準 額 

税
率
 
 
％
 
該
当
額

 
(あ

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

分 割 基 準 

事 業 税 

 

税
率
 
 
％
 
該
当
額

 
(い

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

 

税
率
 
 
％
 
該
当
額

 
(う

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

 

計
 

 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

 

税
額

 

(あ
)×

 
 
％

 
 

 
 

県 民 税  

 

(い
)×

 
 
％

 
 

 
 

 

(う
)×

 
 
％

 
 

 
 

仮
装
経
理
に
基
づ
き
繰
越
控
除
と
な
る
税
額

 

計
 

(え
) 

 
 

 
事
業
税

 
円

 
付 加 価 値 割 

課
税
標
準
額
の
総
額

 
 

,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

県
民
税

 
円

 

三
重
県
分
の
課
税
標
準
額

 
(お

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

租
税
条
約
に
基
づ
き
繰
越
控
除
と
な
る
税
額

 

税
額

 
(お

)×
 
 
％

 
(か

) 
 

 
 

事
業
税

 
円

 

資 本 割 

課
税
標
準
額
の
総
額

 
 

,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

県
民
税

 
円

 

三
重
県
分
の
課
税
標
準
額

 
(き

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

延
滞
金
額
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控

除
さ
れ
る
期
間

 
税
額

 
(き

)×
 
 
％

 
(く

) 
 

 
 

収 入 割 

課
税
標
準
額
の
総
額

 
 

,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

事  業 

所 得 割 

～
 

三
重
県
分
の
課
税
標
準
額

 
(け

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

控
除
不
適
用
額

 

税
額

 
(け

)×
 
 
％

 
(こ

) 
 

 
 

円
 

法
人
事
業
税
の
合
計
税
額
（
え
＋
か
＋
く
＋
こ
）

 
(さ

) 
 

 
 

付 加 価 値 割 

～
 

平
成
28
年
改
正
法
附
則
第
５
条
の
控
除
額

 
(し

) 
 

 
 

控
除
不
適
用
額

 

事
業
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額

 
(す

) 
 

 
 

円
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仮
装
経
理
に
基
づ
く
事
業
税
額
の
控
除
額

 
(せ

) 
 

 
 

  税 

資 本 割 

～
 

差
引
事
業
税
額

 
（
さ
－
し
－
す
－
せ
）

 
(そ

) 
 

 
 

控
除
不
適
用
額

 

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
事
業
税
額
の
控
除
額

 
(た

) 
 

 
 

円
 

算
出
税
額
（
そ
－
た
）

 
 

 
 

 
収 入 割 

～
 

法 人 県 民 税 

課
税
標
準
額
の
総
額

 
 

,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

控
除
不
適
用
額

 

三
重
県
分
の
課
税
標
準
額

 
(ち

) 
,
00
0 

,
00
0 

,
00
0 

円
 

税
額
(ち

)×
 
 
％

 
(つ

) 
 

 
 

県
民
税

 

～
 

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額

 
(て

) 
 

 
 

控
除
不
適
用
額

 

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額

 
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額

 
(と

) 
 

 
 

円
 

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
額

 
(な

) 
 

 
 

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
額
の
控
除
額

 
(に

) 
 

 
 

更
正
・
決
定
の
理
由

 

利
子
割
額
の
控
除
額

 
(ぬ

) 
 

 
 

１
 
法
人
税
 
 
 
の
更
正
等
に
よ
る

 

２
 
 
 
 
 
 
本
店
所
在

 

 
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
通
知
に
よ
る

 

３
 
税
率
適
用
誤
り
に
よ
る

 

４
 
分
割
基
準
の
修
正
に
よ
る

 

５
 
県
の
自
主
決
定
調
査
に
よ
る

 

６
 
 
 
 
 
 
更
正
請
求
に
よ
る

 

７
 
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 
※
理
由
の
詳
細
は
裏
面
参
照

 

算
出
法
人
税
割
額
（
つ
－
て
－
と
－
な
－
に
－
ぬ
）

 
(ね

) 
 

 
 

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人
税
割
額
の
控
除
額

 
(の

) 
 

 
 

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額

 
(は

) 
 

 
 

法
人
税
割
額
計
（
ね
－
の
＋
は
）

 
(ひ

) 
 

 
 

均
等
割
額

 
(ふ

) 
 

 
月
数

 
 

額
 

 

法
人
県
民
税
合
計
（
ひ
＋
ふ
）

 
 

 
 

 

利 子 割 額 に 
    対 す る 計 算 

利
子
割
額

 
(へ

) 
 

 

 

控
除
し
た
金
額

 
(ほ

) 
 

 

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額

 
(ま

) 
 

 

既
に
還
付
を
請
求
し
た
利
子
割
額

 
(み

) 
 

 

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額
（
み
－
ま
）

 
 

 

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額
（
還
付
額
）

 
 

 
 

 
特 別 法 人 事 業 税 又 は 

       地 方 法 人 特 別 税 

基
準
法
人
所
得
割
額

(え
) 

(む
) 

 
 

 
仮
装
経
理
に
基
づ
き
繰
越
控
除
と
な
る
税
額

 

税
額
(む

)×
 
 
％

 
(め

) 
 

 
 

円
 

基
準
法
人
収
入
割
額

(こ
) 

(も
) 

 
 

 
租
税
条
約
に
基
づ
き
繰
越
控
除
と
な
る
税
額

 

税
額
(も

)×
 
 
％

 
(や

) 
 

 
 

円
 

特
別
税
の
合
計
税
額
（
め
＋
や
）

 
(ゆ

) 
 

 
 

延
滞
金
額
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控

除
さ
れ
る
期
間

 
仮
装
経
理
に
基
づ
く
特
別
税
額
の
控
除
額

 
(よ

) 
 

 
 

差
引
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額
（
ゆ
－
よ
）

 
(ら

) 
 

 
 

～
 

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
特
別
税
額
の
控
除
額

 
(り

) 
 

 
 

延
滞
金
控
除
不
適
用
額

 

算
出
税
額

 
（
ら
－
り
）

 
(る

) 
 

 
 

円
 

加 算 金 

過
少
申
告
加
算
金

 
 

 
 

 
不
申
告
加
算
金

 
 

 
 

重
加
算
金

 
 

 
 

  

令和元年9月24日 三　重　県　公　報 第　41　号

4



 

 
注
１
 
申
告
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
不
足
税
額
（

1,
0
0
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又

は
そ
の
全
額
が

2
,
00
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
。）

に
、
年

1
4.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（
こ
の
通
知
書
に
よ
る

納
期
限
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
（
平
成

1
2年

１
月
１
日
か
ら
平
成

2
5
年
1
2月

3
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の

1
1月

3
0
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀

行
法
第

1
5
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年

7
.
3
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に

年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す
。
平
成

2
6年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
に
租

税
特
別
措
置
法
第

93
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
以
下
「
特
例
基
準
割
合
」
と
い

う
。
）
が
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
（
以
下
「
特
例
基
準
割
合
適
用
年
」
と
い
う
。
）
中
に
お
い
て
は
、
年

1
4
.
6

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
、

年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
し
ま
す
。）

を
乗
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

 
 

 
 

 
な
お
、
納
期
限
延
長
の
承
認
を
受
け
た
法
人
の
当
該
延
長
期
間
に
つ
い
て
は
、
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
平
成

1
2
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

2
5

年
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
1
1月

3
0日

を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第

1
5条

第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年

7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
平
成

2
6年

１
月

１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
例
基
準
割
合
が
年

7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
例
基
準
割
合
適
用
年
中
に
お
い
て
は
、

特
例
基
準
割
合
と
し
ま
す
。）

を
乗
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

 
 

 
 

 
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
（
じ
ゅ
ん
）
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、

3
6
5
日
当
た
り
の
割
合
で
す
。
ま
た
、
延

滞
金
に
つ
い
て
は
、
不
足
税
額
納
付
後
に
送
付
さ
れ
る
延
滞
金
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 
２
 
こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
通
知
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
三
重
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
長
又
は
自
動
車
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
２
通
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
 
 
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
三
重
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

三
重
県
を
代
表
す
る
者
は
三
重
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 
 
な
お
、
①
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
、
②
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し

い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
、
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
裁
決
を
経
ず
に
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 
 
た
だ
し
、
上
記
の
期
間
が
経
過
す
る
前
に
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

 
 
 
 
 
な
お
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
上
記
の
期
間
や
こ
の
処
分
（
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
）
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
や
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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＜
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
の
理
由
附
記
＞

 

更
正
・
決
定
の
理
由

 
理
由
の
詳
細
（
根
拠
法
令
）

 

１
 
法
人
税
 
 
 
 
 
更
正
等
に
よ
る

 
地
方
税
法
第
55
条
、
同
法
第
72
条
の

39
、
同
法
第
72
条
の

41
、

 
同
法
第
72
条
の

41
の
２
、
同
法
第
72
条
の
46
、
同
法
第
72
条
の

47
 

２
 
 
 
 
 
 
本
店
所
在
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
通

知
に
よ
る

 

３
 
税
率
適
用
誤
り
に
よ
る

 

地
方
税
法
第
51
条
、
同
法
第
52
条
、
同
法
第

72
条
の

24
の
７
、

 
同
法
本
法
附
則
９
条
の
２
、
旧
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
第
２
条
、

 
三
重
県
県
税
条
例
第

31
条
、
同
条
例
第

32
条
、
同
条
例
第
43
条
、
同
条
例
附
則
第

13
条
、

 
同
条
例
附
則
第

14
条
、
同
条
例
附
則
第

14
条
の
２
、

 
同
条
例
附
則
第

14
条
の
２
の
２
、
み
え
森
と
緑
の
県
民
税
条
例
第
３
条

 

４
 
分
割
基
準
の
修
正
に
よ
る

 
地
方
税
法
第
58
条
、
同
法
第
72
条
の

48
の
２

 

５
 
県
の
自
主
決
定
調
査
に
よ
る

 
地
方
税
法
第
72
条
の

41
、
同
法
第
72
条
の
41
の
２
、
同
法
第

72
条
の

46
、

 
同
法
第
72
条
の

47
 

７
 
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

※
「
６
 
 
 
 
 
更
正
請
求
に
よ
る
」
は
不
利
益
処
分
で
は
な
い
。
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 「     「    

 第 二 十 四 号 様 式 の 二 中   
法人事業税・地方 

法人特別税税額 
 を  

法人事業税・特別法人事 

業税又は地方法人特別税 

税額 

 に 、  

   」     」  

「    「    

 
法人事業税・地方 

法人特別税延滞金 
 を  

法人事業税・特別法人事 

業税又は地方法人特別税 

延滞金 

 に 改 め る 。  

  」   」  

第 四 十 号 様 式 中 「 平成 」 を 削 る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い

う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 告 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て

提 出 さ れ た 申 告 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 九 月 二 十 四 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 元 年 三 重 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 歳 入 歳 出 外 現 金 等 の 区 分 ）  （ 歳 入 歳 出 外 現 金 等 の 区 分 ）  

第 九 十 一 条  歳 入 歳 出 外 現 金 及 び 保 管 有 価 証 券 （ 以 下

「 歳 入 歳 出 外 現 金 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 区 分

に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

第 九 十 一 条  歳 入 歳 出 外 現 金 及 び 保 管 有 価 証 券 （ 以 下

「 歳 入 歳 出 外 現 金 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 区 分

に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  特 別 法 人 事 業 税 保 管 金   

十 一  軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 保 管 金  十  軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 保 管 金  

十 二   （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 329 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 75 条第 2 項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者から

事業の廃止の届出がありました。 

  令和元年 9 月 24 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
廃 止 
年 月 日 

サービスの
種 類 

2472900501 
デイサービスセンターはま
みの里 

志摩市志摩町片田 4 番地 23 株式会社志摩商会 
令 和 元 年 
8 月 31 日 

通所介護 

2470802741 訪問介護パタカラ 伊勢市辻久留町 537 番地 2 パタカラ株式会社 
令 和 元 年 
6 月 30 日 

訪問介護 

2470201308 
デイサービスセンター桜園
三聖 

四日市市高浜町 5 番 7 号 有限会社三聖 
令 和 元 年 
8 月 31 日 

通所介護 

2470300746 訪問介護祐里 鈴鹿市徳居町 414 番地 有限会社祐里 
令 和 元 年 

8 月 31 日 
訪問介護 

 

三重県告示第 330 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和元年 9 月 24 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 26 年 10 月 8 日 第 58 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社大里畜産 代表取締役 木戸 利信 津市大里睦合町 2351 番地 

3  変更内容 

農産物検査員の住所の変更 

氏名 住所 農産物の種類 証明書番号 

樋口 恵子 津市一身田豊野 1406-391 もみ（飼料用もみ）、玄米（飼料用玄米） Ｋ242014509 

 

三重県告示第 331 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号。以下「法」といいます。）第 18 条第 3 項において準用する法第 17

条第 2 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録の更新をしましたので、法第 18 条第 3 項において

準用する法第 17 条第 6 項の規定により公示します。 

  令和元年 9 月 24 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 26 年 10 月 8 日 第 58 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社大里畜産 代表取締役 木戸 利信 津市大里睦合町 2351 番地 

3  地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 

国内産農産物（もみ（飼料用もみ）・玄米（飼料用玄米）） 

4  登録の区分 

品位等検査 

5  地域登録検査機関が農産物検査を行う区域 

三重県 

6  農産物検査を行う農産物検査員 

氏名 住所 農産物検査を行う農産物の種類 証明書番号 

樋口 恵子 津市一身田豊野 1406-391 もみ（飼料用もみ）、玄米（飼料用玄米） Ｋ242014509 

7  登録の更新日 

  令和元年 9 月 13 日 

 

三重県告示第 332 号 
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森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除す

る予定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

令和元年 9 月 24 日 

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1  解除予定保安林の所在場所 

松阪市飯高町宮本字時尾 1264 の 78 

2  保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

3  解除の理由 

   道路用地とするため 

 

三重県告示第 333 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除す

る予定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

令和元年 9 月 24 日 

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1  解除予定保安林の所在場所 

亀山市安坂山町字貝城 1165 の 101、1165 の 104、1165 の 117、1165 の 119 

2  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

3  解除の理由 

   道路用地とするため 

 

三重県告示第 334 号 

 次の区域及び区分に係る漁業災害補償法（昭和 39 年法律第 158 号）第 108 条第 2 項の規定による特定第 2 号

漁業者の同意は、同項に規定する要件に適合しているものと認めます。 

  令和元年 9 月 24 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

区  域 区  分 

甲賀・志島区域  
（三重外湾漁業協同組合の うち甲賀及び志島

の地区）  

小型刺網漁業（総トン数 10 トン未満の漁船により
主としてえび刺網を使用して営む漁業）のうち甲

賀地区の者が営む漁業  

 

 

 

 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 10 条第 1 項の規定により、徳田町土地改良区（維持管理事業）の設

立を令和元年 9 月 11 日認可しました。 

 なお、設立認可に不服がある者は、三重県を被告として、設立認可があったことを知った日の翌日から起算し

て 6 か月以内に認可処分の取消しの訴えを提起することができます。 

令和元年 9 月 24 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 

 

 

 

 

 

 

公 告 
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